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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年４月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２８年５月５日 １７時２９分ごろ 

発生場所 香川県直
なお

島町直島北西方沖 

讃岐
さ ぬ き

寺島灯台から真方位２６７°９７０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２８.８′ 東経１３３°５７.７′） 

事故の概要 

 

貨物船NAVIOS
ナ ビ オ ス

 ULYSSES
ユ リ シ ー ズ

は、出航作業中、直島北西方灯浮標に衝突し

た。 

NAVIOS ULYSSES は、左舷後部外板に擦過傷を、また、灯浮標は、防

護枠等の曲損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年５月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

貨物船 NAVIOS ULYSSES （マルタ共和国籍）、３０,６８１トン 

９３１７４９４（ＩＭＯ番号）、CORSAIR SHIPPING LTD 

１８９.９９ｍ×３２.２６ｍ×１７.６２ｍ、鋼 

ディーゼル機関、８,２０８kＷ、２００７年 

乗組員等に関する情報 船長（フィリピン共和国籍） 男性 ５２歳 

締約国資格受有者承認証 不詳 

水先人Ａ 男性 ７１歳 

内海水先区一級水先人水先免状 

免 許 年 月 日 平成１３年２月１３日 

免状交付年月日 平成２５年１２月２０日 

有効期間満了日 平成２９年２月１２日 

死傷者等 なし 

損傷 本船 左舷後部外板に擦過傷 

灯浮標 防護枠等に曲損、太陽電池パネルに破損 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期、潮流 南西流約２.０ノット（kn） 

事故の経過 本船は、船長ほか１９人（フィリピン共和国籍１８人、ロシア連邦

籍１人）が乗り組み、船首約６.３８ｍ、船尾約６.７７ｍの喫水で、

船長が操船の指揮をとり、水先人Ａが水先を行い、直島北西岸に位置
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する直島ふ頭に右舷着けの状態で、船首の引船（総トン数２２７ト

ン、出力３,２３６kＷ、以下「船首タグ」という。）及び船尾の引船

（総トン数２３３トン、出力３,２３６kＷ、以下「船尾タグ」とい

う。）のタグラインを左舷船首部と左舷船尾部にそれぞれ係止した

後、離岸した。 

水先人Ａは、船首タグ及び船尾タグにフック引きの状態で本船を引

かせ、本船が直島ふ頭の岸壁から船首が約４０ｍ、船尾が約５０ｍ離

れたところで、左回頭の目的で、船首タグに半速力後進で引くように

指示した。 

水先人Ａは、左回頭が遅かったので、船首タグに全速力後進で引く

ように指示したものの、まだ、左回頭が遅かったので、船尾タグに引

くのを停止して微速力前進で押すように指示したところ、かなりの速

い回頭を感じた。 

水先人Ａは、今までこのように速く回頭することはなかったので、

速すぎると思い、船尾タグを極微速力前進にさせたのち停止させ、船

首タグを半速力後進に減じ、本船がかなり回ったところで両船を停止

した。 

本船は、水先人Ａが、左回頭しすぎたと思い、船首タグを微速力前

進で押させて左回頭が止まり、少し船首が右に戻ったところでタグを

停止して、両船のタグラインを放した。 

本船は、水先人Ａが、船首方向を右に向けようと右舵を取り、機関

を微速力前進にかけ、左舷前方の直島北西方灯浮標（以下「本件灯浮

標」という。）の北東方に向けて北西進を開始したが、本船灯浮標に

向かう態勢で航行するようになった。 

水先人Ａは、本件灯浮標を避けようと、速やかに増速するように指

示して機関を半速力前進まで上げ、右舵一杯に取ったが、平成２８年

５月５日１７時２９分ごろ、本船の左舷船橋下部と本件灯浮標とが衝

突した。 

水先人Ａは、本件灯浮標の西方に投錨して本船及び本件灯浮標の損

傷状況を確認した後、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

その他の事項 本船の船橋には、船長、水先人Ａ、三等航海士及び操舵手の４人が

いた。 

水先人Ａは、離岸した際、西流により船尾方向に下がると予想して

いたにもかかわらず、船橋から見る陸上施設の位置が変わらず、船体

の前後移動もほとんど認められなかったので、潮流の影響がないと思

った。 

水先人Ａは、ふだん、船首方位を約３３０°として本件灯浮標の北

方に向けて航行するが、本事故当時、船首が２９８°まで左回頭し、

少し右回頭をして３０５°まで返したが、返し方が不十分であったと
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本事故後に思った。 

海図Ｗ１５４（宇野港及付近）には、本件灯浮標の至近に、上げ潮

流の最強流速が１.９knであり、流向が南西であることを示す潮流矢

符及び下げ潮流の最強流速が１.７knであり、流向が北北東であるこ

とを示す潮流矢符が記載されている。 

第六管区海上保安本部は、船舶交通の安全を図るため、次の航行安

全指導等を行っている。 

・直島水道における航法 

直島と岡山県玉野市葛
かずら

島間を通過する船舶は、北西方灯浮標を左

舷側に見て航行すること 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象等の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、直島北西方沖において、南西方に流れる約２.０kn の潮流

がある状況下、直島ふ頭に右舷着けの状態から左回頭して出航する

際、水先人Ａが、予定針路を約３０°超える針路としたことから、船

首が本件灯浮標の北東方至近に向いた態勢で航行し、本件灯浮標に衝

突したものと考えられる。 

水先人Ａは、離岸した際、船体の前後移動がほとんどなかったこと

から、潮流の影響がないと思い、予定針路を約３０°超えた針路とし

たものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、直島北西方沖において、南西方に流れる約２.

０knの潮流がある状況下、直島ふ頭に右舷着けの状態から左回頭して

出航する際、水先人Ａが、予定針路を約３０°超える針路としたた

め、船首が本件灯浮標の北東方至近に向いた態勢で航行し、本件灯浮

標に衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・潮流の流向を適切に判断して操船を行うこと。 
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付図１ 航行経路図 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時:分:秒） 

船 位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

17:24:21 34-28-45.1 133-58-01.5 000 338 2.1 

17:26:08 34-28-47.5 133-57-57.3 274 295 3.0 

17:27:18 34-28-47.1 133-57-52.3 257 297 4.2 

17:28:08 34-28-46.5 133-57-47.9 266 306 4.1 

17:28:18 34-28-46.5 133-57-47.2 270 306 4.2 

17:28:27 34-28-46.6 133-57-46.6 272 306 4.2 

17:28:47 34-28-46.7 133-57-44.6 275 306 4.2 

17:28:57 34-28-46.8 133-57-43.9 277 306 4.3 

17:29:08 34-28-46.9 133-57-42.8 277 307 4.6 

17:30:01 34-28-47.2 133-57-37.6 274 325 5.2 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は

真方位である。 

 


